
別図１ 【Ｕ形袋】
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800㎜ 450㎜ 100㎜

700㎜ 350㎜ 75㎜

550㎜ 300㎜ 75㎜

・ベロ部分は、結びやすい長さ、幅とし、切込み部分は容易に裂けない形状とすること。

45リットル

30リットル

15リットル

・持ち手部分は、結びやすい長さ、幅とし、内容物を入れて手に持った状態で、十分な強度

があること。

・上表で、推奨サイズを示すが、Cのガセット部分を前後させるときは、Bと合わせ調節する

こと。

資料４



【45リットルの指定ごみ袋の表示内容について】

　（加古川市指定ごみ袋に関する要綱　別図2-1を編集）

①　別図２-１に記載する「30リットルライン」を示す点線は、指定ごみ袋の最下部から370㎜の位
置に印刷してください。

②　文字の書体、大きさのバランス、レイアウト等は、原則上図で示すものに従ってください。

③　市章、公式キャラクター「ウエルピー」については、データで提供するものを加工せずに使用
してください。また、大きさについては全体のバランスを考慮してください。

④　袋の口を縛った後でも文言が十分に読めるように考慮して印刷してください。
　　　※　上部には縛り代に当たる余白を取ってください

⑤　最上部の両端に印刷する公式キャラクター「ウエルピー」は、袋の口を縛った後に見えるよう
に考慮して印刷してください。



【30リットルの指定ごみ袋の表示内容について】

　（加古川市指定ごみ袋に関する要綱　別図2-2を編集）

①　別図２-２に記載する「15リットルライン」を示す点線は、指定ごみ袋の最下部から270㎜の位
置に印刷してください。

②　文字の書体、大きさのバランス、レイアウト等は、原則上図で示すものに従ってください。

③　市章、公式キャラクター「ウエルピー」については、データで提供するものを加工せずに使用
してください。また、大きさについては全体のバランスを考慮してください。

④　袋の口を縛った後でも文言が十分に読めるように考慮して印刷してください。
　　　※　上部には縛り代に当たる余白を取ってください

⑤　最上部の両端に印刷する公式キャラクター「ウエルピー」は、袋の口を縛った後に見えるよう
に考慮して印刷してください。



【15リットルの指定ごみ袋の表示内容について】

　（加古川市指定ごみ袋に関する要綱　別図2-3を編集）

①　45リットルや30リットルの指定ごみ袋に印刷する「〇〇リットルライン」を示す点線等は、15
リットルの指定ごみ袋では表示しません。

②　文字の書体、大きさのバランス、レイアウト等は、原則上図で示すものに従ってください。

③　市章、公式キャラクター「ウエルピー」については、データで提供するものを加工せずに使用
してください。また、大きさについては全体のバランスを考慮してください。

④　袋の口を縛った後でも文言が十分に読めるように考慮して印刷してください。
　　　※　上部には縛り代に当たる余白を取ってください

⑤　最上部の両端に印刷する公式キャラクター「ウエルピー」は、袋の口を縛った後に見えるよう
に考慮して印刷してください。



家庭用品品質表示法に基づく表示

（ごみの出し方について）

「燃やすごみ」を6か国語で表示

封入している
指定ごみ袋の
サイズ

「〇〇リットル」

封入している
指定ごみ袋の
枚数

「△△枚入」

封入している指定ごみ袋の
形状

（平袋、又はＵ形袋）

QRコード

加古川市指定ごみ袋承認第0000号

加古川市指定ごみ袋

燃やすごみ （家庭用）

か こ が わ し し て い ご み ぶ く ろ

【 KAKOGAWA 】

も や す ご み か て い よ う

別図３【表示内容（外装袋）】



別図３の表示内容（以下の項目）は必ず印刷することとする。 

①  市章（データで提供するものを加工せず使用すること） 

②  ローマ字「KAKOGAWA」 

③  文言「加古川市指定ごみ袋 家庭用 燃やすごみ」 

※ 「かこがわししていごみぶくろ かていよう もやすごみ」と読み仮名を打つこと 

④  六か国語（英語、ハングル、中国語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語）によ

る「燃やすごみ」の表示 

⑤  公式キャラクター「ウエルピー」の表示（データで提供するものを加工せずに使用す

ること） 

⑥  指定ごみ袋のサイズを「45 リットル」「30 リットル」「15 リットル」を大きく印刷す

ること 

⑦  指定ごみ袋の内容量を「〇〇枚入」と大きく印刷すること 

⑧  指定ごみ袋の形状を図等で分かりやすく印刷すること 

⑨  市ホームページへリンクする QR コード 

※ QR コードは、容易に読み取れるような色や大きさにすること 

加古川市のホームページにリンクしていることが分かる文言 

⑩  「加古川市指定ごみ袋承認第〇〇〇〇号」 

※ 〇〇〇には、承認時の番号を印刷すること 

⑪  家庭用品品質表示法に基づく表示  

 

本市から提供するデータ以外の文字等の大きさ、レイアウトは問わない。 

販売する店舗のロゴ等の印刷は可能とするが、本市が不適切と判断する文言等の印刷は許

可しない。 


